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行政相談について

総務省 行政評価局 行政相談企画課



令和８年１月26日
総務省 行政評価局 行政相談企画課

行政相談について



行政評価局は、総務本省のほか
８管区（支）局（ ）、７事務所（ ）、
35センター（ ）の拠点を有し、
日本全国をカバーしています。

行政評価局の３つの機能

総務省行政評価局の概要

①行政運営改善調査
各府省の政策の実施状況

を実地に調査し､改善に資す

る情報を提供しています。

②政策評価制度
各府省の政策評価の取組

を支援し、各府省による自己

改善を促進しています。

③行政相談
行政に関する困りごとを受

け付け､個々の相談事案の解

決や行政の制度・運営の改善

を図ります。
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総務省の行政相談

流木がたまって
このままだと危ない！

改善
前

公共インフラ

改善
後

OR

オンラインでも
解約申込みが可能に

（国の仕事に対するご意見も
承っています。）

総務省の行政相談は、国の仕事や手続、サービスなどに関する困
りごとを受け付け、解決に向けて対応する制度です。

加入電話契約の契約者本人
が死亡した場合の解約手続

を、
オンラインでも受け付けてほ

しいなぁ

いろいろな手続

・申請先の窓口が分からない
・相談窓口に行ったけど納得

できない など

どこに相談したらよい
のか分からない、

相談窓口で解決しな
い
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行政相談委員

• 市町村役場、公民館、集
会所等で定期的に相談
所を開設（定例相談所）。

• 地域のイベント会場など
で不定期に相談所を開
設することも。

行政相談委員は、総務大臣が委嘱した民間有識者（報酬は受けないが、活動費は支給）
（約5,000人、全市区町村に１人以上）

• 社会的信望があり、行政運営の改善について理解と熱意を有する者（自治体職員ＯＢ
や教員ＯＢ、自治会役員、行政書士など）から、市区町村長が推薦。

• 国民に身近な相談窓口として相談を受け付け、その解決を促進。
• 総務大臣に対し、委員活動の経験を踏まえて、行政運営の改善に関する意見を述べる

ことにより、行政の改善に貢献。

小学校、中学校等の授業の一
環として、生活と行政の関わ
りや行政相談の仕組みにつ
いて説明。

相談所の開設 出前教室の実施 行政相談委員だからこそ解決できた事例

病身の女性から、年老いた両親の健康保
険等の手続についての相談を受け、社会
保険労務士として対応していたが、相談
者の悩みが様々な行政分野に関わるも
のであったため、特定の行政分野に限定
されず、様々な行政分野に対応できる行
政相談委員として対応することを決め、
相談者に必要な手続や窓口を教示。

相談者が亡くなった後、その妹さんから、
相談者が行政相談委員に感謝していたこ
とを伺うとともに、妹さんを相談者とし
て、必要な手続等を案内した。
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災害が起こったら・・・

家を建て直そうにも

お金がない

屋根瓦が崩れて、

雨漏りが心配

罹災証明書って

よく聞くけど何？

どこで避難生活すれば

良いの？

どんな支援があるか、
どこで何をすればいいか

わからない

いつ道路や水道、電気は復旧するの？

車が壊れてしまった

大事な書類を無くした
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生活支援の情報や窓口を
まとめたガイドブックを作成。
ホームページや役場、
避難所などで配布

総務省の特別行政相談活動

災害専用ダイヤルの設置

発災直後から開設
どのような支援があるのか、
どこに相談すればよいか
などのご相談に通話料無料で対応

※ 専用ダイヤルではなく通常の電話相談窓口で対応する場合もあります

生活支援ガイドブックの配布

公共施設や避難所などで、
お問合せやお困りごとに対応

法務局や運輸局などの国の機関、
行政書士会などの士業団体も
参加する合同相談所を開設

特別行政相談所の開設

令和７年６月１０日、災害対策基本

法に基づく指定地方行政機関に

指定されました

総務省では、災害発生時に、生活支援情報の提供や
被災者からの相談に対応する「特別行政相談活動」を展開

輪島市での
災害合同相談所
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生活支援ガイドブックの配布

被災者への支援制度や地域ごとの相談窓口をまとめたガイドブッ
クを作成し、ホームページなどで公表するほか、市（区）町村や行政
相談委員を通じて被災者に提供
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特別行政相談所の開設

災害発生後、国の行政機関、政府系金融機関、都道府県、市（区）町
村や行政相談委員などの協力を得て、ワンストップで相談できる
「特別行政相談所」を開設
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令和7年の主な対応状況

災害（実施局所）
災害救助法
適用日※

ガイドブック 特別行政相談所

（令和６年から継続実施）

令和６年能登半島地震
1/1 1/10～ 開設

岩手県大船渡市の林野火災（岩手） 2/26 3/13～ 開設

愛媛県今治市の林野火災（愛媛） 3/23 4/7～ 開設

台風第８号（沖縄）【南大東村・北大東
村】

7/27 8/5～ ー

８月６日からの大雨（熊本、鹿児島） 8/7
熊 本 8/20～
鹿児島 8/14～

開設（鹿児島）

台風第15号（静岡）【牧之原市・吉田町】 9/5 9/12～ ー

台風第22号（東京）【八丈町】 10/8 11/14～ ー

大分市佐賀関の大規模火災(大分) 11/18 １１/28～ ―

※同一都道府県内で複数の適用日がある場合は、最も早い適用日を記載。

総務省では、被災の状況を踏まえ、ガイドブックの配布、特別行政相談所の開

設、災害専用ダイヤル設置、を適宜組み合わせて対応
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近年の設置例

• 平成28年熊本地震（福岡・熊本）
• 平成30年7月豪雨（広島・岡山）

• 令和元年6月山形県沖を震源とする地震（新潟）
• 令和元年東日本台風（宮城・埼玉）
• 令和2年7月豪雨（福岡・熊本）

• 令和６年能登半島地震（石川）
• 令和６年台風１０号（宮崎）

通話料無料の災害専用ダイヤルの設置

災害発生時に、通話料無料の災害専用ダイヤルを設置し、被災者
からの相談に対応

専用ダイヤルを設置しない

場合は、通常の電話相談窓

口で相談をお受けします

９

・相談に関しては、被災現地では紙のガイドブックが喜ばれた。スマホだけで
は情報が行き渡らない

・ガイドブックにあるような支援制度のリアルタイムの情報更新は市のみで
は追えないので、大変助かる

・市が被災者の行政相談窓口を設置するには時間がかかる。発災後早い段
階で総務省が特別行政相談を展開してくれることはありがたい

（特別行政相談活動について自治体の方からいただいた声）



国・地方共通相談チャットボット(Govbot)の概要
・国民の利便性の向上、自治体の負担軽減等を図るため、国が一定程度統一的に回答できる質問に対応
する「国・地方共通相談チャットボット」(Govbot：ガボット)を整備 （令和６年３月２６日提供開始）

・デジタル庁がシステムの整備・運用、総務省がFAQの掲載業務（作成は各省庁）をそれぞれ担い、
連携してサービス提供

・利用者の要望や利用傾向などから、搭載分野の拡充、FAQの充実、機能改善などを継続的に実施

＜トップ画面＞ ＜チャット画面＞

①

②

・質問や単語を入力すると、搭載
FAQから最も近いと思われる
質問と回答を表示

・住民からの問合せが多い行政分
野を中心に搭載
・利用者が分野を選択して、搭載
FAQを表示

※国民のメリット
好きな時間に知りたい

情報を容易に入手
窓口・電話で問い合わせ

が不要に
※自治体のメリット

住民からの相談や問合せ
に活用し、より迅速に対応

①シナリオ検索

②自由入力検索
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※ガボットのＵＲＬ：https://www.govbot.go.jp/#/

※ガボットの
QRコード
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